
 
資料３ 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（南地区） 
高速実験炉原子炉施設「常陽」の新規制基準適合性審査の状況 

―要素評価の結果報告と今後の審査の進め方について― 
令和４年６月１日 

原 子 力 規 制 庁 

１．趣旨  

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下「申請者」という。）の高速実験炉

原子炉施設「常陽」（以下「常陽」という。）における設置変更許可申請について、申

請者が SIMMER-Ⅲ及び SIMMER-Ⅳコードにより実施した溶融炉心の凝集による即発再

臨界に伴う放出エネルギー評価、その放出エネルギーを基にしたナトリウム噴出量評

価の結果（以下「申請者評価結果」という。）に対して、原子力規制庁が実施した個別

の物理現象の要素ごとの評価（以下「要素評価」という。）による検討結果を報告する

とともに、本件に係る「４．今後の審査の進め方（案）」の了承について諮るものであ

る。 

 

２．経緯  

申請者から、平成 29 年 3 月 30 日付けで常陽の設置変更許可申請書が申請された（平

成 30 年 10 月 26 日付け、及び令和 3年 12 月 2 日付けで一部補正）。当該申請について

は、これまで審査チームにおいて、審査会合等を通じて申請内容の確認を進めてきて

おり、申請者から説明を受けたもののうち、審査チームとして論点と考えられる事項

について取りまとめ、今後の審査方針案とともに、令和 3 年 5 月 26 日、6 月 23 日及

び令和 4年 2月 24 日に原子力規制委員会に報告し、審議された。 

これらのうち、審査チームは、令和 4年 2月 24 日の原子力規制委員会において、原

子力規制庁による要素評価を実施し、申請者の解析結果と比較、考察する旨を報告し、

その検討を進めてきた。 

 

３．要素評価の検討結果の報告  

常陽における、溶融炉心の凝集による即発再臨界に伴う放出エネルギー評価及びそ

の放出エネルギーを基にしたナトリウム噴出量評価に対して、原子力規制庁の要素評

価による検討結果を別紙のとおり報告する。 

 

原子力規制庁の要素評価は、申請者が実施した保守的な解析条件を基本とし、さら

に現実的に考えられる範囲において保守的な条件を解析条件として設定するとともに、

損傷炉心評価に係る物理現象を原理的に模擬し、確実に保守的と言える解析モデルを

構築し、原子炉格納容器の健全性を評価するための条件を求めることを目的として実

施した。その結果、常陽における、溶融炉心の凝集による即発再臨界に伴う放出エネ

ルギー評価及びその放出エネルギーを基にしたナトリウム噴出量評価は、申請者評価

結果と概ね整合する結論が得られた。 
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４．今後の審査の進め方（案）  

３．の結果を踏まえ、以下の方針で審査を進めることについて了承いただきたい。 

審査チームとしては、原子力規制庁が独自に実施した要素評価の結果によって得ら

れた、即発再臨界に伴う放出エネルギー及び炉心温度や、原子炉容器内から原子炉格

納容器床上へのナトリウム噴出がないという結果は、申請者評価結果と概ね整合する

ものであることから、この申請者評価結果は妥当であると判断した。 

したがって、審査チームとしては、申請者が申請者評価結果に基づけば、原子炉容

器内から原子炉格納容器床上へナトリウムが噴出することはないが、原子炉格納容器

の頑健性を確認するために、あえて従来通りナトリウムが噴出すると仮定※1し、多量

の放射性物質等を放出する事故（いわゆる BDBA）の対策を講じるとしていることは、

保守的な想定であると考えられるので、これを認め、今後の審査において、申請者の

同対策に係る資機材、体制及び手順を確認することとしたい。 

なお、今回の判断は、申請者評価結果について、要素評価で比較及び検討を行った

範囲に限って妥当と認めるものであり、SIMMER-Ⅲ及び SIMMER-Ⅳコードそのものの妥

当性を判断していない。 

 

引き続き、常陽に対する新規制基準適合性に係る審査を進め、審査書案がとりまと

まり次第、原子力規制委員会に諮る。 

 

 

 

 

 

別 紙：高速実験炉原子炉施設「常陽」の SIMMER コードによる有効性評価解析結果に

対する要素評価による検討結果 

 

参考１：審査進捗状況表 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 高速実験炉原

子炉施設「常陽」 設置変更許可申請（新規制基準適合性）に係る審査状況

【令和４年６月１日時点】 

 

参考２：令和３年度第 68 回原子力規制委員会（令和 4年 2月 24 日）資料４ 国立研

究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（南地区）高速実験炉原子炉

施設「常陽」の新規制基準適合性審査の状況 ―有効性評価に用いる解析コ

ードの妥当性―（抜粋） 

 
※1 申請者は、既許可におけるナトリウム噴出量 230kg を引き続き使用し、原子炉格納容器の健全性

評価を実施したとしている。 
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別 紙 

高速実験炉原子炉施設「常陽」の SIMMER コードによる有効性評価結果

に対する要素評価による検討結果 

令和４年６月１日 

１．はじめに 

令和 3年度原子力規制委員会（令和 4年 2月 24 日）において了承された対応方針

に基づき、原子力規制庁は、申請者が SIMMER-Ⅲ及び SIMMER-Ⅳコードにより実施し

た、溶融炉心の凝集による即発臨界超過に伴う放出エネルギー評価及びその放出エ

ネルギーを基にしたナトリウム噴出量評価に対して、原子力規制庁独自の解析方法

及び解析モデルを用いた要素評価を実施し、申請者の解析結果と比較、考察による

検討結果を取りまとめた。 

 

２．要素評価の考え方 

申請者は、常陽が小型のナトリウム冷却型高速炉でその炉心は負のボイド反応度

特性を有することから、冷却材が沸騰して燃料要素が破損したとしても、燃料ペレ

ットは溶融せずに固体の状態で炉心底部に堆積するとしている。この状態で燃料ペ

レットは流動しないが、冷却材の沸騰が継続し、炉心損傷範囲が拡大した場合には、

燃料ペレットが大規模に炉心底部に堆積することで、核発熱により堆積中心から溶

融し、溶融燃料のスロッシングによる部分的な燃料凝集により即発臨界超過に至る

可能性があるとしている。 

そのため、本要素評価では、即発臨界超過による出力逸走、それに伴う放出熱エ

ネルギー発生量と大回転プラグ、小回転プラグ及び炉心上部構造物（以下「回転プ

ラグ」という。）に対する機械的エネルギーへの最大変換割合を評価することを目的

とする。 

これらの評価において、即発臨界超過に伴う放出熱エネルギーは、事象の初期条

件や事象の推移に依存して結果が異なるランダムな特性を有し、偶発的な原因に伴

う不確実さが大きい。また、炉心損傷事象に対しては実験による実証が難しく、評

価手法の検証が確立されていないため、認識論的不確かさも大きい。 
これらの事情を鑑みて、申請者の評価では、(1)燃料要素破損時に燃料ペレットは

固体状態の燃料粒子（粒径 1mm 程度）に破損するとし、燃料粒子にあえて流動性を

持たせる、(2)燃料粒子が 100%製造時密度で沈降し、短時間で燃料凝集が起きる、

(3)ラッパー管等の構造材は融点（凝固点）を超えると即座に流動する等、明らかに

保守側な想定を置いている。 

本要素評価ではこの想定を引き継ぐとともに、申請者が炉心の約 90%が流動する

と仮定するところを全炉心燃料が流動するとみなす等、申請者の条件より更に保守

側な想定を置いている。 
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本要素評価では、申請者が実施した保守的な解析条件を基本とし、さらに現実的

に考えられる範囲において保守的な条件を解析条件として設定するとともに、損傷

炉心評価に係る溶融炉心プールの流動と燃料凝集、核的挙動、熱エネルギーの発生、

炉心物質の蒸発・膨張等の物理現象を原理的に模擬し、確実に保守的と言える解析

モデルと解析条件の組み合わせを用いて求めた計算値を原子炉格納容器の健全性を

評価するための条件とする。 

 

３．要素評価の実施手順 

要素評価を以下の二つの段階に分けて実施した。 

（１）遷移過程 

当該事象においては、炉心損傷範囲の拡大により燃料ペレットが大規模に炉心

底部に堆積し、核発熱により燃料粒子が溶融して形成された燃料溶融プールのス

ロッシングに伴う燃料凝集によって発生する即発臨界超過により最大エネルギー

が放出されることから、この事象を基点とした解析を実施し、反応度挿入率と放

出エネルギーを評価した。 

（２）機械的応答過程 

上記（１）で求めた放出エネルギーを用いて、原子炉容器等に機械的負荷等を与

える、冷却材ナトリウム中の原子炉容器径に匹敵する規模（原子炉容器径スケー

ル）の固気液混相の蒸気泡（以下「CDA 気泡」という）の膨張挙動を解析し、ナト

リウム運動エネルギーとカバーガス圧縮エネルギーの和から機械的エネルギーと

エネルギー転換率を評価した。さらに、CDA 気泡の膨張挙動に伴い回転プラグ底面

へかかる圧力変化から、格納容器床上へ噴出するナトリウム量を評価した。 

 

４．要素評価の着目点（判断基準） 

SIMMER コードによる評価結果の妥当性を確認するに当たっては、以下の観点から

判断する。 

（１）遷移過程 

申請者が計算した反応度挿入率、放出エネルギーの評価結果の妥当性を確認す

るため、要素評価において想定条件に現実的な範囲で考えうる保守的設定を置い

た評価を実施し、申請者の解析結果を上回るかについて確認する。（感度解析） 

（２）機械的応答過程 

上記（１）に加え、現象の不確かさが大きいことから、独立した評価による申請

者結果の妥当性確認のほか、既往試験の評価値と比較等を行い、格納容器の損傷

を生じることがないことを確認する。具体的には以下を行う。 

・大規模な蒸気爆発をもたらすエナジェティックな溶融燃料・冷却材相互作用

（以下「FCI」という。）は、燃料・冷却材の接触温度が自発核生成温度以上で
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発生するとされている[1]。この温度条件に基づき比較を行う。（図 12） 

・機械的エネルギーについては、既往試験における機械的エネルギー転換率（0.1

～1%程度）[2]と乖離していないことを確認する。 

・ナトリウムが格納容器床上へ噴出する場合、回転プラグ流路中に確保できるナ

トリウム量を超えた噴出量(既許可では 230kg)を超過しないかについて確認

する。 

 

５．要素評価における解析条件 

解析に使用した常陽炉心の設計仕様及び解析条件を表 1に示す。 

 

６．要素評価の結果 

（１）遷移過程 

図 1 にスロッシングにより即発臨界超過に至る過程を示す。スロッシングは炉

心中央で核熱反応による昇圧で液面が押し下げられた後、周囲からの揺り戻しで

液面が上昇する挙動である。初期状態として最も液面の揺動振幅が最大となるよ

う設定すれば液面の上昇速度が最大になる。その結果、液面の上昇速度は

350cm/secとなり、その時点で即発臨界超過に至った時の反応度挿入率は100$/sec

となった。 

図 2 に反応度フィードバック・モデルを示す。反応度フィードバックは、以下

の 3つの過程によって起こると仮定した。 

①炉心燃料の膨張により周辺のボイドが消失（時定数～3msec） 

②炉心燃料の膨張により炉心全体の体積が増加（時定数～5msec） 

③炉心燃料からの伝熱により周囲の構造材が膨張（時定数～10msec） 

このうち、③の構造材膨張については、出力変化の時定数数 msec に比べて熱伝

達に要する時間が長く、検討結果にほとんど影響を及ぼさないことから、考慮し

ないこととした。 

図 3 に一点炉近似動特性による反応度及び発生エネルギーの推移を示す。放出

エネルギーは約 1.3GJ、炉心燃料の平均温度は約 6000K となった。 

なお、発生エネルギーに対する反応度挿入率への感度は小さいことを確認した

（別添資料 2）。これは、反応度挿入率の上昇によって出力の立ち上がりが急峻に

なり、急激な燃料膨張によりボイドの消失が早まることで反応度添加の効果が相

殺されるためである。発熱エネルギーに対するボイド率の感度は大きいが、ボイ

ド率が小さくなると液面揺動による反応度挿入率が小さくなること、逆になる場

合にはまた実効増倍率が低下することで再臨界事象そのものが起こりにくくなる

ことから、ボイド率を 20%と設定することは妥当であると考える。 
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（２）機械的応答過程 

炉心内の燃料に放出エネルギーが与えられると、炉心領域の燃料及び構造材が

昇温して気液混合状態になると考えられる。炉心物質は高温高圧の蒸気・液体と

なり、燃料集合体内で炉心の上に位置する上部炉心構造（以下「UCS」という。）を

経由して、燃料集合体の外に流出する。燃料集合体の上部にはナトリウムで満た

された空間（以下「上部プレナム」という。）へ移行する。上部プレナムに移行し

た燃料は、単相状態の冷却材ナトリウムに接触して FCI を引き起こし、CDA 気泡を

発生させる。CDA 気泡は上部プレナム内で急激に膨張し、上部プレナムのナトリウ

ムを押し上げてカバーガス領域を圧縮することにより、原子炉容器や回転プラグ

等に機械的影響を及ぼす。 

上記で発生する機械的エネルギーをナトリウムの運動エネルギーとカバーガス

の圧縮エネルギーの和として評価した。また、CDA 気泡の膨張に伴うカバーガスの

圧力変化に基づき、回転プラグにおけるギャップ部から噴出するナトリウム量を

評価した。 

以下では、指標となる機械的エネルギーとナトリウム噴出量のそれぞれについ

て、評価した結果について記載する。 

 

A. 機械的エネルギーの評価 

機械的エネルギー及びエネルギー転換率を以下の手順により評価した。 

１）燃料温度低下効果の評価 

２）FCI による CDA 気泡圧力の評価 

３）CDA 気泡膨張による機械的エネルギーとカバーガス圧力変化の評価 

 

１）燃料温度低下効果の評価 

CDA 気泡の発生に関する支配要因はナトリウムと炉心物質が接触する際の

温度であるため、CDA 気泡の挙動を評価するに当たり、炉心燃料が炉心から上

部プレナムへ移行するまでの温度低減効果が最も重要である。前章において、

炉心燃料温度は 6000K で（炉内の構造材温度は 3000K）と評価されたことを踏

まえ、初期混合と断熱膨張によって温度低下する効果を評価した。 

ここでは CDA 気泡の発生を保守側に評価するためナトリウムと接触する際

の炉心物質の温度を高く評価するよう、以下の仮定を用いた。 

a. 炉心燃料内で発生する熱エネルギーは構造材へは移行せず、すべて炉心

燃料の膨張に使われるものとした。 

b. 炉心燃料については、燃料集合体出口まで断熱膨張により温度が低下す

るものとした。 
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c. 炉内の構造材は炉心燃料の膨張によって生じた圧力により均一に混合し、

平均温度に達するものとした。  

なお、ここでは燃料を UO2で近似した。図 4 に UO2の状態図と断熱膨張によ

る温度低下効果の概念図を示す。膨張前の UO2の圧力は、UO2の飽和蒸気圧(約

20MPa, 6000K)であり、状態図上の等エンタルピー曲線上を移動して温度と圧

力が推移するとした。参考文献[4]に記載された UO2 の蒸発曲線上の状態量か

ら、等エンタルピー曲線を作成した結果を図 5 に示す。断熱膨張により、UO2

の密度は 6500kg/m3から 2400kg/m3に希釈されるため、図 5 の結果から燃料集

合体出口部における UO2の温度は約 4566K まで低下する。 

燃料集合体出口では、混合前のUO2と構造材のいずれも沸点を超過しており、

いずれも気相と液相の相平衡状態にあると考えられる。このような状態におい

てはラウールの法則が成立し、液相と気相のモル分率から平均圧力が一意的に

決まる。混合前の UO2 と構造材のモル分率から平均圧力を求めると、1.31MPa

を得た。混合後もボイド率が不変だと近似して、温度をパラメータとしてラウ

ールの法則で混合後の平均圧力 Pを計算し、これが 1.31MPa と一致する点を求

めた結果、平均温度は約 3825K となった（図 6）。 

 

２）FCI による CDA 気泡圧力の評価 

上記で評価した燃料温度に基づき、CDA 気泡の圧力を評価した。CDA 気泡の

分圧は、炉心領域近傍では主に燃料蒸気及びスチール蒸気により構成されるが、

上部プレナム中では FCI によって発生するナトリウム蒸気圧が主体的となり、

その圧力はナトリウム飽和蒸気圧曲線に従う。FCI が生じるときの燃料とナト

リウムとの接触界面温度[1]は、以下の式に示されるように熱流束と熱拡散厚

さのバランスにより両者の物性値のみで決定される。 

=      …(2) 

= ≒ 0.5   …(3) 

ここで、Ti は接触界面温度、Tは温度、κ、Cp、ρはそれぞれ熱伝導度、比

熱、密度を表し、添え字の f、ｃは燃料及び冷却材を表す。Tc に燃料集合体出

口部の冷却材温度として 550℃を代入すると、(2)式は燃料温度と接触界面温

度の関係式となる。図 7に、接触界面温度は FCI 発生時の温度とし、ナトリウ

ム飽和蒸気圧曲線を燃料温度との関係で整理した結果を示す。同図から、前項

１）で求めた燃料温度に対応するナトリウム蒸気圧は約 4MPa と評価された。 
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３）CDA 気泡膨張による機械的エネルギーとカバーガス圧力変化の評価 

CDA 気泡が上部プレナム中で膨張することによって生じる機械的エネルギ

ーとカバーガスが圧縮される挙動を評価した。CDA 気泡の膨張とカバーガスの

圧縮挙動の概念図を図 8(1)に示す。ここでは以下の仮定を用いた。 

a.炉心物質が炉心領域から上部プレナムに流入して FCI が発生することに

より CDA 気泡が生成される。本評価では、カバーガスの圧縮に十分に必要

な CDA 気泡を生成させるため、CDA 気泡生成開始後、飽和蒸気圧一定で成

長すると仮定した。 

b. CDA 気泡の膨張を保守的に見積もるために、ナトリウム蒸気の凝縮によ

る緩和効果をあえて無視した。CDA 気泡内のナトリウム蒸気を理想気体と

し、モル数が維持されたまま断熱変化すると仮定した（ポリトロープ指数

は 1.66）。 

c. CDA 気泡に駆動されたナトリウムは、カバーガスを圧縮しつつ上昇する

が、カバーガスの圧力を保守的に評価するため、CDA 気泡体積はカバーガ

ス体積と同程度まで膨張するとし、その時の CDA 気泡の圧力は 1気圧まで

減少するとした。 
上記の想定条件に基づき、圧力源である CDA 気泡は図 8(2)に示す PV 曲線に

従って膨張するとした。 

カバーガスの圧力変化は、気泡が球状に膨張するとした Rayleigh 方程式と、

上部プレナムのナトリウムの運動方程式とを連立させることにより求めた。

CDA 気泡は膨張して周囲のナトリウムを加速し、カバーガスを圧縮する。当該

ナトリウムの速度がゼロとなるとき、カバーガス圧力は最大値に達し、その後

CDA 気泡は凝縮し熱エネルギーが散逸するので、カバーガス圧力ピークに着目

した。その結果、カバーガスの圧力変化については、図 9に示すように圧力の

最大値は約 14MPa、回転プラグの自重を上回る加圧（約 0.24MPa 以上）が継続

する時間（以下、「加圧時間」という。）は約 22msec と評価した。 

また、ナトリウムの運動エネルギーとカバーガス圧縮エネルギーの和として

定義される機械的エネルギーは約 6.7MJ となった。機械的エネルギー転換率

は、即発臨界超過後の炉心の総エンタルピーである約 2.3GJ との比をとり、約

0.3%となった。 

なお、申請者によれば、回転プラグに対して固定ボルトの破断圧力（5.25MPa）

を超える圧力が作用したとしても、圧力ピークの時間幅が短く、ひずみが増大

する前に除荷されることから、固定ボルトに生じるひずみは破断伸びである

15％より十分小さく抑制されれば、健全性は維持されるとしている。 
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B. ナトリウム噴出量の評価 

回転プラグの下面に図 9 のカバーガス圧力がかかることによってギャップ部

から格納容器床上雰囲気へ噴出するナトリウム量を評価した。常陽における回

転プラグのギャップ部は、以下の３領域を考える。（）内にそれぞれの領域で保

持可能なナトリウム量を示す。 

① 炉上部機構（以下「UIS」という。）外周部のギャップ(113kg) 

② 小回転プラグ外周部のギャップ(334kg) 

③ 大回転プラグ外周部のギャップ(529kg) 

上記３領域のギャップを対象に、回転プラグが垂直に持ち上がるとして、回転

プラグの上下面に作用する圧力の差により各ギャップ領域に流入するナトリウ

ム流量をギャップ部の摩擦損失と位置損失を考慮して求め、単位時間当たりの

ナトリウム量を求める評価式を構築した。 

各ギャップ領域に流入するナトリウム量の計算結果の例を図 10 に示す。図 10

は、回転プラグの下面における加圧時間が 10msec 継続した場合のギャップ部へ

のナトリウム流入量をギャップ領域ごとに示している。図中に、各ギャップ領域

の保持可能なナトリウム量（質量）を破線で示す。 

ここでは、当該評価式を用いて、図 9のカバーガス圧力の変化に応じた各ギャ

ップ部へのナトリウム流入量を時間積分により算出し、図 11のように評価した。

図に示すように、ナトリウムのギャップ流入量は 3 領域の合計で約 700kg とな

るが、上述の各ギャップ部での保持可能な範囲に納まることから、ナトリウムは

格納容器床上に流出しない結果となった。 

 

７．申請者解析結果との比較（表 2） 

（１）遷移過程 

スロッシングによる反応度挿入率、総熱出力及び最高燃料温度については、申請

者評価値と概ね一致する結果が得られた。なお、反応度挿入率に対する不確かさ

要因としては、初期状態を表すパラメータのうち、燃料内のボイド率の感度が大

きいことがわかった。 
（２）機械的応答過程 

機械的エネルギー及びエネルギー転換率については、申請者評価値よりもやや

大きい結果となるものの、概ね一致する結果が得られた。また、ナトリウム噴出量

については、回転プラグギャップへの流入量は申請者の評価より大きくなるもの

の、格納容器床上空気雰囲気への噴出は生じない結果となった。 

 

８．要素評価結果（判断基準との比較） 

SIMMER コードによる評価結果の妥当性を以下のとおり確認した。 
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（１）遷移過程 

即発臨界超過による出力逸走において発生するエネルギーは、炉心燃料の凝集挙

動に伴う反応度挿入率に依存する。この挙動は負のフィードバックが大きい特徴が

あり、今回の要素評価で現実的な想定を置いたところ、常陽の小型高速炉炉心体系

では約 6000K がほぼ上限と考えて良いことを確認した。一方、申請者の SIMMER コ

ードによる評価の結果では、最大値を約 5400K と評価していることから、妥当な評

価であると考えられる。 

（２）機械的応答過程 

出力逸走で炉心部にエネルギーが発生すると、炉心物質が蒸発・膨張して上部プ

レナムに流出し、ナトリウムを急激に蒸発させることにより原子炉構造の変形や回

転プラグの浮上りによるナトリウムの噴出を生じさせる。実際の現象では、燃料、

構造材、ナトリウムの相変化を伴う複雑な流動挙動となるが、今回の要素評価では、

各物質の飽和蒸気状態と断熱膨張による簡略かつ保守側な評価とした。 

ナトリウムが急激に蒸発する挙動は、炉心物質とナトリウムの接触温度が支配要

因となる。本評価の結果、燃料集合体出口の炉心物質の温度は約 3825K となり、既

往研究に基づいて蒸気爆発（エナジェティックな FCI、図 12 参照）は生じないこと

を確認した。したがって、以下では FCI で発生するナトリウム蒸気の膨張から機械

的エネルギーを評価することに問題はないと考えられる。 

そして、炉心物質と接したナトリウムが瞬時に飽和蒸気となって断熱膨張し、上

部プレナムのナトリウムを押し上げることによるカバーガスの圧縮挙動を評価し

たところ、カバーガスの最高圧力は約 14MPa となった。このときの機械的エネルギ

ー(ナトリウム運動エネルギーとカバーガス圧縮エネルギーの和）及びエネルギー

転換率を評価すると、それぞれ約 6.7MJ、約 0.3%となり、THINA 試験[3]を含む既往

試験での機械的エネルギー転換率（0.1～1%）と乖離していないことを確認した。 

この結果は、ナトリウムプール底面から高温物質を注入した試験であり、かつ最

も本評価で対象とする体系等の条件が類似するTHINA試験のエネルギー転換率（0.1

～0.3%）と概ね合致している。また、申請者が計算した機械的エネルギー、エネル

ギー転換率の評価結果に対しては約 1.5 倍の結果となった。 

さらに、上記のカバーガス圧力変化に対するナトリウム噴出量を評価したところ、

約 700kg となるが、回転プラグの側面に構成されるギャップ内に収まり、格納容器

床上には噴出しないことを確認した。 

（３）まとめ 

常陽の小型高速炉体系における出力逸走挙動を評価する観点で十分保守側と考

えられる条件を共通とし、物理現象を原理的かつ簡易なモデルとして要素評価を実

施したところ、申請者のSIMMER コードによる評価結果とほぼ整合する結果を得た。 
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表 1 解析で使用した主要パラメータの設定根拠 

(1) 共通項目 

パラメータ 入力値 設定根拠 

炉心インベントリ 
燃料 813 kg 

構造材 391 kg 
ノミナル値（平衡炉心初期） 

 

(2) 遷移過程 

パラメータ 入力値 設定根拠 

スロッシングする

燃料の割合 
100% 別添資料 1参照 

燃料の組成（体積

比） 

燃料：構造材

=4:6 

液面平坦時にほぼ臨界となる組成

を選定 

構造材ボイド率 20% 同上 

液面の揺動形状 
Bessel 関数（軸

対称モード） 

Bessel 関数は、タンク内のスロッ

シング解析モデルとして適用例多

数あり。反応度挿入への効果が大き

い軸対称モードを選定 

スロッシング駆動

力 

重力（自由落

下） 

燃料の粘性を無視することで液面

上昇速度が保守側評価となる 

炉心体積膨張によ

る反応度効果 

－1.90×10-6 

dk/k/℃ 

体積膨張はすべて軸方向に起こる

と仮定。径方向よりも保守側評価と

なる 

炉心体積膨張への

寄与 
UO2のみに限定 

時定数の差から、構造材の熱膨張に

ついては考慮しない（本文参照） 

ドップラー反応度

係数 

－1.10×10-3 

Tdk/dT 
ノミナル値 

即発中性子寿命 3.56×10-7 sec ノミナル値 

実効遅発中性子割

合 
0.00429 ノミナル値 

 

（表 1つづき） 
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(3) 機械的応答過程 

パラメータ 入力値 設定根拠 

機械的エネルギーの評価 

即発臨界直後の

燃料温度 
6000K 

放出エネルギー評価結果 

（1.3 GJ）に基づく。 

即発臨界直後の

スチール温度 
3000K 同上 

UCS 初期温度 1700K 

UCS は固相で残存しているものと

し、その最高温度である融点とし

た。 

燃料集合体出口

ナトリウム温度 
550℃（823K） 

上部プレナム冷却材温度に対し、

50K の温度上昇を見込んだ。 

ポリトロープ指

数 
1.66 断熱変化を仮定した。 

CDA 気泡の膨張挙

動 

ナトリウムの

運動方程式 

及び 

Rayleigh 方程

式に基づく 

CDA 気泡は球状を仮定した。 

物性値 ---- [4][5][6][7][8] 

ナトリウム噴出量の評価 

回転プラグ下面

に作用する圧力 
各部位共通 

機械的エネルギー評価結果に基づ

く。 

ギャップ部の摩

擦損失 

ギャップ形状

に応じて設定 
PLUG コードの評価方法と同様 

ギャップ部の位

置損失 
水頭圧  

ギャップ部に流入

するナトリウム温

度 

500℃ 
上部プレナム温度と同じと仮定し

た。 
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表 2 主な解析結果と申請者評価との比較 

(1) 遷移過程 

 本解析結果 申請者評価 

最大反応度挿入率 100$/sec 80$/sec 

総発熱量 約 1.3GJ 1.3GJ 

燃料最高温度 約 6000K 5382K 

 

(2) 機械的応答過程 

 本解析結果 申請者評価 

最大 CDA 気泡圧力 約 4MPa 約 2MPa 

最大機械的エネルギー 約 6.7MJ 約 3.6MJ 

エネルギー転換率 約 0.3% 約 0.16% 

ナトリウム噴出量 0kg 0kg 

回転プラグギャップへ

のナトリウム流入量 
約 700kg 約 245kg 
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(a) 初期状態（未臨界、t=0 s） 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 液面が平坦状態に戻り臨界に到達（k=1, t=0.156 s） 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 即発臨界超過が発生（k=1+β, t=0.167 s） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 スロッシング事象を模擬した解析モデル 

  

揺動の振幅を最大に設定 

液 面 上 昇 速 度 が 最 大 値
（350cm/sec）に到達 
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図 2 反応度フィードバック・モデル (解析では a～cまでを考慮) 

  

(a) 初期状態 (t=0）   (b) 燃料膨張による構造材ボイド 
の消失（t=3 msec） 

(c) 燃料膨張による構造材の排除
（炉心体積の膨張、t=5 msec） 

(d)構造材への熱伝達により構造
材ボイド発生（t>10 msec） 
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図 3 動特性解析結果（基準解析） 
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図 4 断熱膨張による燃料温度低下効果の概念図 

(CP: 臨界点、BC: 沸騰曲線、SC: 飽和曲線、文献[4]の原図に加筆したもの) 

 

 

 

 

図 5 等エンタルピー曲線を用いた断熱膨張後の密度からの温度推定 
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図 6 ラウールの法則を用いた混合後の圧力からの平均温度の推定 

 

 

 
図 7 FCI 発生時の燃料温度とナトリウム飽和蒸気圧の関係 
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(1) CDA 気泡膨張とカバーガス圧縮挙動の概念図 

 

 

 

(2) CDA 気泡の圧力と体積の関係（最大圧力 4MPa の場合） 

 

図 8 CDA 気泡膨張条件  
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図 9 カバーガス領域の圧力変化 
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図 10 回転プラグ下面加圧時（加圧時間 10msec）のナトリウム流入量
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図 11 ギャップへのナトリウム流入量 

 

 

 

図 12 UO2燃料と液体ナトリウムとの接触による自発核生成温度条件 

（参考文献[1]を引用）  

 

エナジェティック

FCI の発生条件 

要素評価結果 
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別添資料 1 

スロッシング・モデルの選定根拠について 

 

１．スロッシング規模のパラメータ・サーベイ 

スロッシングが発生する際、溶融プールの広がりは炉心中央部の一部に限定さ

れ、炉心周辺の燃料集合体は健全のまま残るため、スロッシングの対象には含ま

れないと考えられる。この影響を評価するため、スロッシング規模を炉心の 100%, 

75%, 50%としたパラメータ・サーベイを実施した。 

図 A1-1 にスロッシング・モデルを、図 A1-2 に各ケースについて、中央部高さ

と実効増倍率の臨界状態からの超過分（以下「添加反応度」という。）の関係を示

す。 

100%のケースでは、中央部の高さに対して添加反応度が単調増加したが、75%、

50%では途中でピークを生じたのち、減少に転じた。また、すべての中央部の高さ

に対して 100%のケースで添加反応度が最大になった。 

以上より、スロッシング・モデルについては炉心 100%のケースを選定した。 

 

２．ボイド率のパラメータ・サーベイ 

炉心 100%のスロッシング・モデルを用いて、ボイド率を 0%, 20%, 30%とした 

パラメータ・サーベイを実施した。 

図 A1-3 に各ケースについて、中央部高さと添加反応度の関係を示す。添加反応

度はボイド率 0%で最大となったが、ボイド率 0%では燃料デブリの熱膨張によって

周辺のボイドが消失するまでの時間がなくなり、即時に反応度フィードバックが

働くため、総発熱量に対しては非保守側評価となる。逆に、ボイド率を 30%とした

ケースでは、添加反応度は低めとなった。また、ボイド率が 20%を超えると実効増

倍率が 0.95 を下回り、再臨界が発生する可能性が著しく低くなることから、ボイ

ド率 20%を再臨界発生可能な上限とみなすこととした。 

以上より、ボイド率として 20%を選定した。 
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図 A1-1 パラメータ・サーベイ用スロッシング・モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 A1-2 スロッシング規模のパラメータ・サーベイ結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 A1-3 ボイド率のパラメータ・サーベイ結果 
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別添資料 2 

動特性解析の入力条件に対する感度解析結果 

 

動特性解析の入力条件として、反応度挿入率、燃料デブリ内のボイド率、初期出

力に対する感度解析を実施した。なお、炉心の初期温度を 2700K とした。 

表 A2-1 に結果を示す。 

反応度挿入率に対する感度は非常に低く、基本条件の 2 倍の値としても総出力で

約 8%の増加、燃料温度で 200K の上昇に留まった。これは、反応度挿入率が増加する

と短時間に熱膨張が進み、周辺のボイドが消失するまでの時間が短縮された分、反

応度フィードバックが早期に働きやすくなる効果が現れるためと解釈できる。 

燃料デブリ内のボイド率に対する感度は相対的に大きく、ボイド率が高いほど総

熱出力や燃料温度が高くなった。ただし、ボイド率が高いケースでは初期状態の実

効増倍率が最大でも 0.95 を下回るため、スロッシングで燃料凝縮が起こっても再臨

界に至るまでの反応度挿入が起きる可能性は極めて低いと思われる。よって、本解

析ではボイド率の上限を 20%とした。 

初期出力に対する感度は、相対的に小さかった。 
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表 A2-1 動特性解析に係る感度解析結果 

(1) 反応度挿入率 

ケース番

号 

反応度挿

入率 

ボイド率 

% 

初期出力 

MW 

総熱出力 

GJ 

燃料温度 

K 

0（基本条

件） 

100 20 1000 1.30 6000 

A1 125 ↑ ↑ 1.33 6000 

A2 150 ↑ ↑ 1.37 6100 

A3 175 ↑ ↑ 1.39 6200 

A4 200 ↑ ↑ 1.40 6200 

 

(2) ボイド率 

ケース番

号 

反応度挿

入率 

ボイド率 

% 

初期出力 

MW 

総熱出力 

GJ 

燃料温度 

K 

0（基本条

件） 

100 20 1000 1.30 6000 

B1 ↑ 10 ↑ 0.77 4600 

B2 ↑ 0 ↑ < 0.2 < 3100 

B3 ↑ 30 ↑ (1.74)* (7100) 

B4 ↑ 40 ↑ (2.08) (8000) 

*括弧付きは、初期実効増倍率が 0.95 以下となるために評価対象からは排除したケース 

 

(3) 初期出力 

ケース番

号 

反応度挿

入率 

ボイド率 

% 

初期出力 

MW 

総熱出力 

GJ 

燃料温度 

K 

0（基本条

件 ） 

100 20 1000 1.30 6000 

C1 ↑ ↑ 100 1.35 6100 
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敷地の地質・地質構造 ④ 2021/3/5
●大洗研究所（北地区）HTTRの審査結果を踏まえた説明がなされ、概ね議論が終了（現在、審査に影響のない範囲で、資料の学術用語等の適正化
を求めている）。

敷地周辺の地質・地質構造 ② 2020/9/4
●大洗研究所（北地区）HTTRの審査における評価が大洗研究所敷地に対する評価であり、当該審査結果と同様との概要説明がなされており、現時
点において論点はない。今後、資料の提出を求める。

地下構造 ④ 2021/3/5 ●大洗研究所（北地区）HTTRの審査結果を踏まえた説明がなされ、資料の適正化への対応も確認済み。

震源を特定して策定する地震動 ④ 2021/3/5 ●大洗研究所（北地区）HTTRの審査結果を踏まえた説明がなされ、論点はない。

震源を特定せず策定する地震動 ④ 2022/5/13
●R3.12.2に提出された標準応答スペクトルの規制への取り入れに伴う規則解釈の改正を踏まえた補正申請の内容に基づき、震源を特定せず策定
する地震動（標準応答スペクトル）による基準地震動の追加について説明がなされており、論点はない。

基準地震動 ④ 2022/5/13 ●同上

地盤・斜面の安定性 ② 2022/5/30

●主冷却機建物周辺の基礎地盤のすべり安全率が、地盤強度のばらつき等を考慮した際に基準値を下回るため、基礎地盤のすべりに対するせん
断抵抗力を補うため、抑止杭による補強を行うとしていたが、抑止杭による地盤の安定性評価、抑止杭の構造成立性（補強効果及び仕様）について
技術的に十分な検討がなされていないため、地盤補強の工法選定を再検討し説明することを求めたところ、工法は周辺地盤改良工法へ変更する方
針であり、今後、当該地盤改良の範囲及び評価に用いる物性値について、説明するとしている。
●また、基礎地盤のすべり安全率評価の前提となる評価条件については概ね議論が終了しているが、直近の審査会合において、残る課題であった
地下水位や物性値の設定について説明がなされており、常陽周辺の地盤状況を踏まえた上で、見直しを行うよう求めている。
●上記の周辺地盤改良工法への見直し及び評価条件について説明を受けた後、これらを踏まえた地盤・斜面の安定性評価結果について今後申請
者から説明を受け、内容を確認していく。

耐震設計方針 ① －

地震による津波 ② 2020/9/4
●大洗研究所（北地区）HTTRの審査における評価が大洗研究所敷地に対する評価であり、当該審査結果と同様との概要説明がなされており、現時
点において論点はない。今後、資料の提出を求める。

地震以外による津波 ② 2020/9/4
●大洗研究所（北地区）HTTRの審査における評価が大洗研究所敷地に対する評価であり、当該審査結果と同様との概要説明がなされており、現時
点において論点はない。今後、資料の提出を求める。

基準津波 ② 2020/9/4
●大洗研究所（北地区）HTTRの審査における評価が大洗研究所敷地に対する評価であり、当該審査結果と同様との概要説明がなされており、現時
点において論点はない。今後、資料の提出を求める。

耐津波設計方針 ① －

① －

火山事象 ② 2020/9/4
●大洗研究所（北地区）HTTRの審査における評価が大洗研究所敷地に対する評価であり、当該審査結果と同様との概要説明がなされており、現時
点において論点はない。今後、資料の提出を求める。

火山事象に対する設計方針 ① 2022/4/28

④ 2020/9/29 ●大洗研究所（北地区）HTTRの審査結果を踏まえた説明がなされ、現時点において論点はない。引き続き、事実確認を行う。

④ 2020/9/29 ●大洗研究所（北地区）HTTRの審査結果を踏まえた説明がなされ、現時点において論点はない。引き続き、事実確認を行う。

④ 2022/5/27
●施設への人の不法な侵入、危険物の持ち込み及び不正アクセスの防止について説明がなされ、現時点において論点はない。引き続き、事実確認
を行う。

② 2022/5/27

●冷却材に液体ナトリウムを使用していることを踏まえ、火災防護対象機器（防護対象ケーブルを含む。）の選定の考え方、これにより選定された機
器の火災防護対策をどのように達成するかを説明するよう求め、申請者から安全重要度分類を踏まえた火災防護対象機器の選定とこれら機器に対
する火災防護対策の考え方について説明がなされた。格納容器（床下）は運転中の環境条件から火災が発生しないとしているため、運転停止中での
火災防護対策の妥当性について説明を求めているところ。今後、申請者から説明を受けるとともに、火災区画及び火災区域の設定と火災による影響
評価について聴取し、内容を確認していく。
●ナトリウム漏えい火災の防止設計について、機器の故障影響評価に基づき想定漏えい箇所、想定漏えい量などを評価した上で、防護対策を説明
するように求め、申請者から、ナトリウムを内包する配管及び機器についてはナトリウムの漏えいの防止、検知及びナトリウム燃焼の消火並びに影
響軽減の措置を講じること、また、ナトリウムが漏えいした場合の燃焼影響評価について説明がなされた。ナトリウム燃焼の燃焼影響評価について、
防護対象機器の選定とそれら選定した機器に対する影響評価を説明するように求めているところ。今後、申請者から説明を受けるとともに、火災区
域及び火災区画を踏まえたナトリウム燃焼対策の成立性について聴取し、内容を確認していく。

① －

④ 2022/5/27 ●誤操作防止に係る措置及び運転員の操作性について説明がなされ、現時点において論点はない。引き続き、事実確認を行う。

④ 2022/5/27
●安全避難通路及び避難用照明の構成と配置、可搬型照明の配備について説明がなされ、現時点において概ね論点はない。引き続き、事実確認
を行う。

④ 2020/2/3 ●安全施設の重要度分類の変更の考え方について、一通り説明がなされたところ。現時点において論点はない。引き続き、事実確認を行う。

④ 2021/5/11

●設置変更許可申請書において、原子炉熱出力をMK-Ⅲ炉心の140MWからMK-Ⅳ炉心の100MWに変更したことに伴い、改めて運転時の異常な過
渡変化及び設計基準事故を評価している。
●また、申請者は、運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の事象選定に当たっては、水冷却型試験研究用原子炉施設の安全評価に関する
審査指針等を参考に、常陽の運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故を選定した上で、さらに、施設を構成する機器の故障モードや故障影響を
もとに体系的に分析し（FMEA：故障モード影響解析）、事故事象の抜け漏れはないとしている。
●内容について、現時点において論点はない。

④ 2020/3/2

④ 2022/1/18 ●通常運転時における反応度変化の想定等について説明を受けたところ。現時点において概ね論点はない。

④ 2020/2/3

④ 2020/3/2

④ 2020/2/3

④ 2020/2/3

③ 2021/12/21
●SBO対策としてディーゼル発電機、交流無停電電源設備及び直流無停電電源設備について説明を受けたところ。外部電源については、1回線に
対する信頼性が確保されており、現時点において概ね論点はない。
●第５３条（BDBA対策）の審査進捗を踏まえ、各防護対策の整合性も考慮し、引き続き内容を確認していく。

④ 2022/5/27 ●既許可からの設備の変更箇所について、第３２条（炉心等）を踏まえた説明がなされ、現時点において論点はない。

④ 2021/12/21
●大洗研究所（北地区）HTTRの審査結果を踏まえた説明がなされ、複数施設の同時発災を想定した際の通信連絡設備の員数の考え方を確認し、
資料化を求めた。今後、申請者から提出される資料により、内容を確認していく。その他、現時点において概ね論点はない。

④ 2021/5/11
●設置許可申請書において、原子炉熱出力100ＭＷに対する燃料集合体の最大装荷体数や最大過剰反応度等の核的制限値が適切に定められ、
設置許可申請書上の原子炉熱出力と設備設計上の原子炉熱出力の整合を図られていることを確認した。内容について、現時点において論点はな
い。

③ 2021/12/21
●SBO対策としてディーゼル発電機、交流無停電電源設備及び直流無停電電源設備について説明を受けたところ。外部電源については、1回線に
対する信頼性が確保されており、現時点において概ね論点はない。
●第５３条（BDBA対策）の審査進捗を踏まえ、各防護対策の整合性も考慮し、引き続き内容を確認していく。

④ 2022/4/28
●照射燃料集合体の安全設計の考え方、各燃料要素の設計方針について説明がなされ、申請者に対し、燃料要素が健全性を喪失した場合でも安
全性を担保できることを確認し、資料化を求めた。今後、申請者から提出される資料により、内容を確認していく。その他、現時点において概ね論点
はない。

④ 2020/2/3

④ 2020/3/2

④ 2022/5/27 ●大洗研究所（北地区）HTTRの審査結果を踏まえた説明がなされ、現時点において論点はない。引き続き、事実確認を行う。

地質
（第３、４条）

地震動
（第３、４条）

津波（第５条）

竜巻（第６条）

火山事象
（第６条）

通信連絡設備等（第３０条）

外部火災（第６条）

その他自然現象と人為事象（第６条）

不法な侵入（第７条）

誤操作の防止（第１０条）

放射線からの放射線業務従事者の防護（第２５条）

内部溢水（第９条）

内部火災（第８条）

安全避難通路（第１１条）

安全保護回路（第１８条）

反応度制御系統（第１９条）

放射性廃棄物の廃棄施設（第２２条）

工場等周辺における直接ガンマ線等からの防護（第２４
条）

保管廃棄施設（第２３条）

審査進捗状況表

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　高速実験炉原子炉施設「常陽」　設置変更許可申請（新規制基準適合性）に係る審査状況【令和４年６月１日時点】

審査項目 ステイタス※ 現時点における主な論点直近の審査会合

原子炉制御室等（第５０条）

設
計
基
準
対
象
施
設
関
係

試験用燃料体（第４３条）

燃料体等の取扱設備及び貯蔵設備（第４４条）

※ ①審査に未着手（赤色）、　②一部説明聴取済＆コメント回答の審査中（黄色）、　③一通り説明聴取済＆コメント回答の審査中（緑色）、　④概ね審査済み（灰色）
（注１）チェックリスト的に用いるものではない。その時点での審査の全体像を示すものである。ステイタスが④であっても、審査の過程で追加の課題が出てくること、ステイタスが例えば④から②へ変わることもあり得る。
（注２）設置許可基準規則のうち第１４条～第１７条、第２０条、第２１条、第２６条、第２７条、第３１条、第３３条～第４１条、第４５条～第４９条、第５２条及び第５４条は、ナトリウム冷却型高速炉へは適用しないため審査対象外である。
（注３）多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止（第５３条関係）及びその技術的能力については、「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査
基準」を参考にしている。
（注４）ステイタス欄及び直近の審査会合欄の赤字は前回報告からの更新、現時点における主な論点欄の赤字は直近の審査会合における論点を示す。

監視設備（第５１条）

保安電源設備（第２８条）

実験設備等（第２９条）

安全施設（第１２条）

運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の拡大の
防止（第１３条）

炉心等（第３２条）

外部電源を喪失した場合の対策設備等（第４２条）

参考１
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④ 2019/10/7

④ 2019/11/18

④ 2019/11/18

④ 2019/12/23

③ 2022/1/18
●後備炉停止系制御棒について、主炉停止系制御棒と異なる信号検出系、論理回路を整備する設計である説明を受けたところ。第５３条（BDBA対
策）の審査進捗を踏まえ、今後、内容を確認していく。

④ 2020/3/2
●原子炉格納容器隔離弁の動作設計、格納容器漏えい率の考え方について、申請者に説明を求めているところ。申請者からヒアリングにおいて事
実関係の説明がなされ、確認した内容は、審査資料として提出されたため、現時点において論点はない。引き続き、事実確認を行う。

③ 2021/5/11

③ 2021/5/11

③ 2021/5/11

③ 2022/1/18

●申請者から、BDBA対策の有効性評価に用いる解析コードについて一通り説明を受けたところ。
●解析コードについては、重要現象に対して検証実験の試験解析により一定の妥当性を確認し、評価指標に対し影響が大きいと考えられる解析条
件（入力パラメータ等）については感度解析を行いその影響を確認するとしている。
●また、実際の炉心物質を用いていない又は炉心物質を用いているものの小規模体系である等の制約があり、試験結果を直ちに実炉心規模へ適
用するには限界がある重要現象については、原子炉の安全性の評価に重要と考えられる即発臨界に伴う放出エネルギーを評価するため、あえて保
守的な条件設定により想定される事象進展を包絡する解析を実施するとしていることを確認した。
●内容について、SIMMERコード以外については現時点において概ね論点はない。SIMMERコードについては、取り扱う現象そのものの不確かさや検
証実験の制約があることから、原子力規制庁において、追加の検討（個別の物理現象を要素ごとに分けて、再臨界に伴う放出エネルギー及びそれ
に応じたナトリウム噴出量を評価する検討。これを「要素評価」という。）を実施する。

③ 2021/5/11
●現時点では、BDBAの有効性評価では限界温度、限界圧力を判断基準として用いることはない。
●大規模ナトリウム火災の評価において、原子炉格納容器の限界温度を健全性評価の判断基準として用いる。

③ 2021/10/28
●申請者から、それぞれの事故事象に必要となる措置及び手順が、必要な機能を有効に発揮するものであることについて、一通り説明を受けたとこ
ろ。今後、内容を確認していく。

③ 2021/10/28 同上

③ 2021/10/28 同上

③ 2021/10/28 同上

③ 2021/10/28 同上

③ 2021/10/28 同上

③ 2021/11/29 同上

③ 2022/3/4 同上

③ 2022/3/4 同上

③ 2021/10/28 同上

③ 2021/10/28 同上

③ 2021/10/28 同上

③ 2021/10/28 同上

③ 2021/10/28 同上

③ 2021/11/29 同上

③ 2021/11/29 同上

③ 2022/3/4 ●申請者から、各想定事故シーケンスについて、一通り説明を受けたところ。今後、有効性評価の審査と合わせて内容を確認していく。

③ 2022/3/4 ●申請者から、各想定事故シーケンスについて、一通り説明を受けたところ。今後、有効性評価の審査と合わせて内容を確認していく。

③ 2022/5/10

●発災時に想定される放射性物質の放出量や対策について説明を受けたところ。
●大規模損壊のうち、想定すべき事象の選定として大規模ナトリウム火災を想定することを求め、想定を超える自然災害に対し設備のフラジリティを
考慮した設備の損壊による大規模ナトリウム火災の想定及び当該事象に対処するための設備、手順についてを説明がなされ、大規模ナトリウム火
災に対する消火活動の実現性、対応の手順等を説明するように求めている。今後、申請者から説明を受け、内容を確認していく。
●また、故意による大型航空機の衝突に対し、衝突による施設の損壊想定及び当該事象に対処するための設備、手順について説明がなされ、施設
の損壊の仕方、油火災とナトリウム火災の重畳を踏まえた消火活動の実現性、施設の損壊状態の判断、対応するための手順等を整理し、説明する
ように求めている。今後、申請者から説明を受け、内容を確認していく。

① 2021/7/26 ●使用済燃料の処分の方法が一定程度実現可能な計画となることの説明を求めている。今後、申請者から説明受け、内容を確認していく。

※ ①審査に未着手（赤色）、　②一部説明聴取済＆コメント回答の審査中（黄色）、　③一通り説明聴取済＆コメント回答の審査中（緑色）、　④概ね審査済み（灰色）
（注１）チェックリスト的に用いるものではない。その時点での審査の全体像を示すものである。ステイタスが④であっても、審査の過程で追加の課題が出てくること、ステイタスが例えば④から②へ変わることもあり得る。
（注２）設置許可基準規則のうち第１４条～第１７条、第２０条、第２１条、第２６条、第２７条、第３１条、第３３条～第４１条、第４５条～第４９条、第５２条及び第５４条は、ナトリウム冷却型高速炉へは適用しないため審査対象外である。
（注３）多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止（第５３条関係）及びその技術的能力については、「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査
基準」を参考にしている。
（注４）ステイタス欄及び直近の審査会合欄の赤字は前回報告からの更新、現時点における主な論点欄の赤字は直近の審査会合における論点を示す。

多
量
の
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性
物
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等
を
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る
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故
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B
D
B
A

)

の
拡
大
の
防
止

全交流動力電源喪失による強制循環冷却機能
喪失（SBO)

SFP
冷却機能喪失事故

交流動力電源が存在し、かつ原子炉容器液位が
確保された状態での崩壊熱除去機能喪失

（PLOHS）

技
術
的
能
力

●申請者から、BDBA事象選定の考え方について一通り説明を受けたところ。現時点において概ね論点はない。

冷却水喪失事故

CV

炉心流量喪失時原子炉停止機能喪失（ULOF）

全交流動力電源喪失による強制循環冷却機能
喪失（SBO)

限界温度、限界圧力

事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス

そ
の
他

解析コード

ステイタス※

除熱源喪失時原子炉停止機能喪失（ULOHS）

炉心流量喪失時原子炉停止機能喪失（ULOF）

過出力時原子炉停止機能喪失（UTOP）

事象
選定

有
効
性
評
価

（
５
３
条

）

審査項目 直近の審査会合 現時点における主な論点

原子炉停止系統（第５９条）

計測制御系統施設（第５８条）

最終ヒートシンクへ熱を輸送することができる設備（第５
７条）

残留熱を除去することができる設備（第５６条）

一次冷却系統設備（第５５条）

炉心

設
計
基
準
対
象
施
設
関
係

使用済燃料の処分の方法

原子炉格納施設（第６０条）

局所的燃料破損（LF）

炉心損傷

格納容器破損

BDBA対策設備

BDBA対策手順、要員

大規模損壊
（大規模ナトリウム火災）

原子炉容器液位確保機能喪失による崩壊熱除
去機能喪失（LORL）

除熱源喪失時原子炉停止機能喪失（ULOHS）

原子炉容器液位確保機能喪失による崩壊熱除
去機能喪失（LORL）

交流動力電源が存在し、かつ原子炉容器液位が
確保された状態での崩壊熱除去機能喪失

（PLOHS）

局所的燃料破損（LF）

過出力時原子炉停止機能喪失（UTOP）
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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（南地区） 
高速実験炉原子炉施設「常陽」の新規制基準適合性審査の状況 

―有効性評価に用いる解析コードの妥当性― 
令和４年２月２４日 

原 子 力 規 制 庁 

１．経緯  

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下「申請者」という。）から、平成 29

年 3 月 30 日付けで高速実験炉原子炉施設「常陽」（以下「常陽」という。）の設置変更

許可申請書が申請された（平成 30 年 10 月 26 日付け、及び令和 3 年 12 月 2 日付けで

一部補正）。当該申請については、これまで審査チームにおいて、審査会合等を通じて

申請内容の確認を進めてきており、申請者から説明を受けたもののうち、審査チーム

として論点と考えられる事項について取りまとめ、今後の審査方針案とともに、令和

3年 5月 26 日及び 6月 23 日に原子力規制委員会に報告し、指摘を受けた。 

当該指摘を踏まえ、令和 3年 7 月 26 日の審査会合において、審査チームとして、多

量の放射性物質等を放出する事故（以下「BDBA」という。）等に係る当面の審査におい

て確認すべき事項を申請者に示し※1、審査を進めてきた。 

 

２．BDBA の有効性評価に用いる解析コードの妥当性  

審査チームは、申請者から、BDBA の有効性評価に用いる解析コードについては、検

証実験の試験解析等により妥当性を確認していること、また、解析コードの不確かさ

影響については、感度解析により不確かさの影響範囲を確認する、若しくは、解析条

件を保守的に設定することで解析結果の保守性を確保していることを、審査会合等を

通じて一通り説明を受けた。 

審査チームとしては、申請者が BDBA の有効性評価に使用するとしている解析コード

については、SIMMER-Ⅲ及び SIMMER-Ⅳコードを除いて、現時点において概ね論点はな

く、有効性評価に用いることに問題はないと考える。 

一方、原子炉格納容器破損防止措置の有効性評価に使用するとしている SIMMER-Ⅲ

及び SIMMER-Ⅳコードについては、 

・炉心損傷後の再臨界や燃料－冷却材相互作用（FCI）といった、不確かさが大きい

現象を取り扱う 

・検証実験において実際の炉心物質を用いていない、又は、炉心物質を用いている

ものの小規模体系である、といった制約があることから、直ちに実炉心規模へス

ケールアップして適用するには不確かさに伴う限界がある 

といった課題がある。 

このため申請者は、SIMMER-Ⅲ及び SIMMER-Ⅳコードの解析条件として大きな保守性

を想定することにより、取り扱う現象そのものの不確かさや検証実験の制約を包絡す

 
※1 令和 3 年 7 月 26 日審査会合資料（審査チーム提示資料） 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究

所（南地区）高速実験炉原子炉施設「常陽」の新規制基準に係る設置変更許可申請に対する当面の審査の進め方 

資料４ 
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る保守的な評価を実施したとしているが、審査チームにおいて申請者の有効性評価結

果が不確かさを包絡しているかを確認するため、原子力規制庁長官官房技術基盤グル

ープによる追加の検討（個別の物理現象を要素ごとに分けて、再臨界に伴う放出エネ

ルギー及びそれに応じたナトリウム噴出量を評価する検討。以下、これを「要素評価」

という。）を行うこととしたい。 

以上の内容を審査チームの見解及び対応方針として別紙のとおり取りまとめたので、

これを審議いただくものである。 

 

３．今後の進め方  

２．の追加の検討については、要素評価の結果がとりまとまり次第、原子力規制委

員会に報告する。 

また、令和 3 年 5 月 26 日及び 6 月 23 日の原子力規制委員会で指摘を受けた、BDBA

を超えた事象の想定及び対応については、「常陽」の施設の特徴を踏まえ、大規模なナ

トリウム火災を想定することとし、今後の審査において申請者の対策を確認し、原子

力規制委員会に報告する。 

 

 

 

 

別 紙：高速実験炉原子炉施設「常陽」の BDBA の有効性評価に用いる解析コードの妥

当性 

添 付１：申請者が有効性評価に使用する解析コード 

添 付２：「常陽」の有効性評価に使用する解析コード（SIMMER-Ⅲ及び SIMMER-Ⅳ）

の妥当性確認一覧 

添 付３：SIMMER コードによる有効性評価解析結果の要素評価による検討 

 

別 表：審査進捗状況表 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 高速実験炉原

子炉施設「常陽」 設置変更許可申請（新規制基準適合性）に係る審査状況

【令和４年２月２４日時点】 
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（添付３） 

 

SIMMER コードによる有効性評価解析結果の要素評価による検討 

 申請者の有効性評価 原子力規制庁の要素評価 

遷
移
過
程 

不確かさケース２ 

SIMMER-Ⅲによる２次元軸対象解析体系 

⇒即発再臨界による発生エネルギーを評価 

 

重力による炉心崩壊、スロッシングによる揺動といった燃料凝集挙動を仮定して、モンテカルロコードにより

反応度挿入率を評価する。得られた反応度挿入率をもとに、１点炉近似動特性解析により、即発再臨界に伴う

放出エネルギーを評価する。 

  

（左）重力による炉心崩壊モデル         （右）スロッシングによる揺動モデル 

 

不確かさケース２ 

SIMMER-Ⅳによる原子炉容器上部プレナムの解析 

⇒機械的エネルギーを評価、ここから、回転プラグ下面に発生する圧力履歴を評価 

      

放出エネルギーをもとに、１次元評価体系により冷却材ナトリウム中の CDA

気泡の膨張、凝縮を解析し、回転プラグ底面に発生する圧力（他、機械的エ

ネルギー、機械的エネルギーへの変換割合）を評価する。 

 

不確かさケース２ 

PLUG による回転プラグの浮き上がり、ナトリウム噴出量解析 

⇒回転プラグ等のシール部への圧力応答で隙間ができた場合の噴出量評価 

      

回転プラグ底面に発生する圧力をもとに構造解析によりプラグ最大変位を評価する。 

プラグ応答からナトリウム噴出量を評価する。 

出典：第４１９回核燃料物質等の新規制基

準適合性に係る審査会合 資料２－２ 

（https://www2.nsr.go.jp/data/00036862

7.pdf）から抜粋、一部加筆 

出典：第４１３回核燃料物質等の

新規制基準適合性に係る審査会合 

資料１ 

（https://www2.nsr.go.jp/data/0

00363922.pdf）から抜粋 

出典：第４１３回核

燃料物質等の新規制

基準適合性に係る審

査会合 資料１ 

（https://www2.nsr.

go.jp/data/00036392

2.pdf）から抜粋、 

一部加筆 
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図 3 UTOP 又は ULOF の原子炉格納容器破損防止措置の有効性評価に使用する解析コード 

 出典：第４０３回核燃料物質等の新規制基準適合性に係る審査会合 資料１ 

（https://www2.nsr.go.jp/data/000351253.pdf）から抜粋 
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実機で想定される現象      解析上の取扱い 

 

 

 
図 5 ULOF 及び UTOP 炉心損傷後の遷移過程における「常陽」実機で想定される現象と解析上の取扱いの比較 

 

 

 

損傷した炉心は固化した燃料粒子、

未溶融の燃料ペレットがデブリベッ

ド状に堆積し、その隙間を溶融した

スティールが埋める状況となる。 

ペレットの一部は 1.5 倍程度にスエ

リングし、炉心物質全体としての流

動性は極めて小さく、ほとんど流動

しないと考えられる。 

本来流動性が極めて低い未溶融の固

体燃料粒子と溶融スティールが混在

した炉心物質を粘性率ゼロで流動さ

せる。 

炉心物質の凝集による即発臨界超過

とエネルギー発生の観点で極めて保

守的な仮定と考えられる。 

炉心物質の流動性は極めて小さく、

炉心物質の溶融は限られた範囲で発

生し、その結果発生する即発臨界超

過によるエネルギー放出は限定され

たものになる。 

全炉心規模で燃料凝集を駆動する物

理現象（燃料スロッシング、冷却材

ナトリウムとの FCI、FP ガスの放出

等）により炉心物質が凝集し、その

結果発生する即発臨界超過による発

生エネルギーは大きなものとなる。 

出典：第４２７回核燃料物質等の新規制基準適合性に係る審査会合 資料１―１ 

（https://www2.nsr.go.jp/data/000378579.pdf）から抜粋、一部加除筆 

- 38 -====
- 34 -


